
  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 1月 9日発行  
（次号の発行は 1月 23日です。） 
お知らせ版に関する問い合せは、まちおこし政策課へ 

（担当：中原
なかはら

 悠
ゆう

一郎
いちろう

 33-6012） 

http://www.town.shintomi.miyazaki.jp/ 
お知らせ版は、ホームページからダウンロードできます。 

 
 
 

お知らせ版 No.1 

空の玄関に咲く満開の花～新富町産シンビジウム～ 

１２月２６日～１月７日にかけて宮崎空港にて新富町産シンビジウ

ム（JA児湯新富洋ラン部会 原康仁会長）が展示され、空港に訪れた方

たちの目を楽しませました。 

町内でも文化会館町民コーナーにて１月１０日（土）まで展示会を開

催し、１月１１日（日）に販売会をおこないます。 

満開に彩るシンビジウムをぜひご覧ください！ 

 

IP告知放送等の訪問活動実施のお知らせ 
通信 

ＮＴＴ西日本では、ＩＰ告知放送、ならびに光インターネットサービスのご紹介活動として、次のとおり、訪

問活動を行います。 

〇期間： 1月 15日（木）～1月 26日（月） 〇訪問者：ＮＴＴ西日本マーケティング部 

〇内容：ＩＰ告知放送、ならびに光インターネットサービスのご紹介とお申込手続き。 

まだ、お申込まれていない方や、現在、ひかり電話のみをご利用の方は、この機会に是非ご検討をお願いします。 

なお、ＮＴＴ西日本では、現在、「光インターネットサービスキャンペーン」を実施しています。詳しくは、訪問

者または受付担当者にお尋ねください。 

 

 

◆問合せ NTT西日本宮崎支店  

フレッツ光マイタウン担当☎0120-20-4103 

 

 

 

 要介護認定を受けられている 65歳以上の方で、障害者手帳等を所持していない方は、町が発行する「障害者控除

対象者認定書」により、税の「障害者控除」等が受けられる場合があります。 

 認定書の発行を希望する方は申請が必要ですので、福祉課介護保険係に備え付けてあります申請書を提出してく

ださい。 

 申請してから認定書が交付されるまでには数日かかります。また、要介護認定を受けられていても非該当の場合

があります。 

 すでに「身体障害者手帳」または「療育手帳」、「精神障害者手帳」の交付を受けている方は税の申告時に手帳を

持参していただくことになりますので、申請の必要はありません。 

税の申告をする際に、認定書を提示すると本人または扶養控除親族が、障害者控除（控除額：所得税 27万円、町県

民税 26万円）または特別障害者控除（控除額：所得税 40万円、町県民税 30万円）を受けることができます。 

 

福祉 障害者控除対象者認定のお知らせ 
◆問合せ 福祉課 

 担当：菅原
すがはら

円
まどか

 ☎33-6056 

 

 

 

 次の税目等について、確定申告で使用する納付額証明書を無料で交付します。 

税目等 担当課 問合せ先 

国民健康保険税 税務課 賦課グループ  電話：33-6076 

介護保険料 

（65歳以上の方） 
福祉課 高齢者福祉グループ 電話：33-6056 

後期高齢者医療保険料 いきいき健康課 国保高齢者医療グループ 電話：33-6026 

 事業用（農業・営業・不動産業）で使用する固定資産税や軽自動車税につきましては、確定申告用の納付額証

明が交付できませんので、申告時には領収書・通知書等をご準備ください。  

 領収証書は 5年間大切に保管していただきますようお願いします。  

 新田支所及び上新田地区町民サービスコーナーでも発行が可能です。 

税金 確定申告のための納付額証明書発行について 
◆問合せ 税務課 

 担当：清
せい

紀文
としふみ

 ☎33-6076 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

高齢者の健康づくりや生きがいづくりを目的として「宮崎ねんりんピック 2015」を開催します。 

今年は宮崎市、都城市、日向市、小林市、西都市、新富町で開催します。 

県民の皆様の参加をお待ちしています！  

 

○対象：60歳以上の方(昭和 31年 4月 1日以前に生まれた方) 

○開催日：5月 17日(日) ※ゴルフ競技は 5月 18日(月)から。 

○場所：KIRISIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園ほか  

○参加料：500円(参加決定後、郵便局で振込) 

○申込方法：福祉課に備え付けの申込書に、必要事項を記入の上、福祉課又は宮崎県社会福祉協議会に申し込みく

ださい。 

○郵送先 

 ☆宮崎県社会福祉協議会 〒880-8515 宮崎市原町 2番 22号（宮崎県福祉総合センター内） 

 ☆新富町役場福祉課   〒889-1493 新富町大字上富田 7491番地 

○申込期間：2月 2日(月)～27日(金)（郵送は 2月 28日（土）消印有効） 

募集 宮崎ねんりんピック 2015 参加者募集 

【ねんりんピック実施種目】 

○ ラージ―ボール卓球  バウンドテニス ○ ボウリング 
○ テニス  ミニバレーボール ○ ゴルフ 
○ ソフトテニス ○ ソフトバレーボール ○ サッカー 
○ ソフトボール  ミニテニス ○ ラグビーフットボール 
○ ゲートボール ○ 弓道  パークゴルフ 
○ ペタンク ○ 剣道 ○ 水泳 
 ターゲット・バードゴルフ ○ なぎなた  卓球バレー 
○ グラウンド・ゴルフ ○ 武術太極拳 ○ 囲碁 
 インディアカ  四半的弓道 ○ 将棋 

 
※○がついている種目は、全国健康福祉祭やまぐち大会の予選を兼ねています。 

 

 

◆問合せ 福祉課 担当：倉永
くらなが

勝彦
かつひこ

 ☎33-6056  

宮崎県社会福祉協議会 ☎0985-31-9630 

 

 

 

○日時：2月 1日(日)午前 10時～午後 3時 ※雨天決行  

○場所：西都児湯クリーンセンター プラザ施設 

○内容：再生品(修繕された自転車・家具など)の販売、 

各種展示、ガラス細工などの体験コーナー、 

ミニ物産展、フリーマーケット 

【環境フェスタ 2015 フリーマーケット出店者募集】 

  「環境フェスタ 2015」内で開催される、フリーマー 

ケットの出店者を募集します。 

 ○日時：2月 1日(日)午前 10時～午後 3時  

○場所：西都児湯クリーンセンター プラザ施設駐車場 

 ○区画：35区画(3.8ｍ×2.7ｍ) ※出店者の区画位置は、事前に事務局抽選で決定します。 ○出店料：無料 

 ○その他：出店条件等の詳細については西都児湯環境整備事務組合までお問い合わせください。 

○申込方法：西都児湯環境整備事務組合に備え付けの申込用紙に必要事項を記入の上、申し込みください。 

○申込期限：1月 22日(木)午後 5時まで ※期限後も空きがあれば、受付しますので、問い合わせください。 

＜西都児湯クリーンセンターへ行ってみよう！＞ 

「再生の森」環境フェスタ 2015開催  
 

◆問合せ 西都児湯環境整備事務組合 ☎41-1761  

FAX41-1762 

新富町環境水道課 担当：永野
な が の

浩
ひろ

規
き

 ☎33-6072  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通規制のお知らせ 道路等工事のため、６路線で下記のとおり交通規制を行います。大変ご迷惑をおかけいたしますが 

ご協力をお願いします。迂回路につきましては周辺の案内看板をご覧ください。 
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名 

駅
前
周
辺
整
備
工
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制
限
内
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行
止 

予
定
期
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１
月
13
日
（
火
）
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３
月
27
日
（
金
）
ま
で 

担 
 

当 

岩
切 

健
弘 

◆問合せ 都市建設課 

☎33-6018 

路 
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富
田
町
～
上
城
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制
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全
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通
行
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定
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１
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火
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３
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ま
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本
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宜
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宮
ヶ
平
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舟
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制
限
内
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全
面
通
行
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予
定
期
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１
月
13
日
（
火
）
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３
月
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日
（
金
）
ま
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担 
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宝
崎 

克
哉 

路 

線 
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平
伊
倉
～
新
田
原
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制
限
内
容 

全
面
通
行
止(

た
だ
し
、
農
地
工
作
等

へ
の
通
行
車
両
は
こ
の
限
り
で
な
い) 

予
定
期
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１
月
15
日
（
火
）
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３
月
27
日
（
金
）
ま
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本
部 

宜
則 

工 

事 

名 

湯
之
宮
橋
補
修
工
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制
限
内
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全
面
通
行
止
（
橋
の
み
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予
定
期
間 

１
月
19
日
（
月
）
～ 

 
 
 
 
 

         

３
月
20
日
（
金
）
ま
で 

担 
 

当 

中
武 

祐
葵 

工 

事 

名 

中
伏
地
区
排
水
路
整
備
工
事 

制
限
内
容 

全
面
通
行
止 

予
定
期
間 

１
月
13
日
（
火
）
～ 

 
 
 
 
 
         

２
月
27
日
（
金
）
ま
で 

担 
 

当 

岩
切 

健
弘 
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お知らせ版 No2 

 
      

福祉、登記、年金などに関することや生活面での安全対策等、行政（国・県・町）に関して困ったことや相談し
たいことなどありましたら、お気軽にご相談ください。 
○日時：1月 23日（金）午前 9時 30分～正午 ○場所：老人福祉センター ○相談員：髙木正敏（新田新町）  

相談 行政機関などに対する苦情・要望は行政相談員へ 

 

◆問合せ  総務財政課  

担当：児玉
こだま

洋平
ようへい

☎33-6002 

 

  
      

納付書で納められている方は、便利な口座振替をご利

用ください。 

納期の税目 

町県民税(第 4期)、国民健康保険税（第 7期）  

納期限：2月 2日(月) 口座振替日：1月 26日(月)  

※口座振替は、事前に残高の確認をお願いします。 

※残高が不足している場合、2月 5日(木)に再度引き落

としをさせていただきます。 

※納期を経過した分に関しては督促料、延滞金が加算さ

れますのでご注意ください。 

 

   

 

 
 

 

1月町税 納期のお知らせ 

 

税金 
  
       
新富都市計画区域の変更を行うこととしましたので、

下記のとおり説明会を行います。 

 

○日時： 2月 5日（木） 午後 7時から 

○場所：新富町役場２Ｆ 大会議室 

○変更概要  

新富都市計画区域 約 736ha → 約 737ha 

 

   

 

 
 

 

新富都市計画区域の変更に伴う 

説明会の開催について 

 

行政 

◆問合せ 都市建設課  

担当：宮本
みやもと

芳
よし

幸
ゆき

 ☎33-6076 

 
      

新富町ボランティア連絡協議会では 2月 1日（日）午前 10時～正午に登録ボランティアの一斉活動を行います。 
あなたが日ごろやってもらい事、やってみたい事のお手伝いをします。どんな事でもけっこうですのでお気軽に

ご相談ください。なお、ボランティアを受けたい方は 1 月 23 日（金）までに社会福祉協議会へ申し込みをしてく
ださい。 

 

 

 

奉仕 新富町ボランティア一斉活動の日について 

 

◆問合せ  新富町社会福祉協議会  

担当：川上
かわかみ

勝平
しょうへい

☎33-4213 

 

 
      

県では、日向灘沿岸の津波対策を推進するため、海岸事業に必要となる「日向灘沿岸海岸保全基本計画」（原案） 

を作成し、県民の皆様からご意見を募集しています。 

○閲覧場所：県民情報センター、各県政相談室、宮崎県県土整備部河川課、県ホームページ 

○募集締切：2月 10日（火）必着 ○意見提出方法：閲覧場所に備え付けの「意見記入用紙」にご記入の上、郵送、

FAXまたは Eメールにてご提出ください。 

※内容、意見提出など詳しくは県ホームページをご覧ください。 

行政 
「日向灘沿岸海岸保全基本計画」（原案）に関する意見募集
について 

 

◆問合せ  宮崎県県河川課  

☎0985-26-7186 

 

◆問合せ 税務課 担当：大西
おおにし

・秋山
あきやま

 ☎33-6076 

  

 

 人権
じ ん け ん

啓発
け い は つ

をより効果的
こ う か て き

なものとするために、ＰＤＣＡサイクル
さ い く る

を取
と

り入
い

れることが有効
ゆ う こ う

であると考
かんが

えられます。 

 ＰＤＣＡとはＰｌａｎ（計画
け い か く

）、Ｄｏ（実行
じ っ こ う

）、Ｃｈｅｃｋ（評価
ひ ょ う か

）、Ａｃｔ（検討
け ん と う

・改善
か い ぜ ん

）の４つの要素
よ う そ

で一連
い ち れ ん

の

流
な が

れを構成
こ う せ い

し、物事
も の ご と

を進
す す

めていくことです。 

 人権
じ ん け ん

について学
ま な

び、暮
く

らしの中
な か

で実行
じ っ こ う

し、伝
つ た

えていくこと。それは一人
ひ と り

ひとりが幸
しあわ

せに暮
く

らせる社会
し ゃ か い

をつくるた

め、そして子供
こ ど も

たちの未来
み ら い

のためです。 

 「もし、自分
じ ぶ ん

がその立場
た ち ば

だったら」とつねに考
かんが

え差別
さ べ つ

のない平和
へ い わ

な社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 
 

人権コーナー～人権
じんけん

啓発
けいはつ

にＰＤＣＡサイクルを～ 
 

◆問合せ   総務財政課  

担当：井下喜
いのしたよし

仁
ひと

 ☎33-6002 


